
り、対象外経費を計上していたりなどしていたため、補助金 5,640,000円が過大に交付されていて、不

当と認められる。

このような事態が生じていたのは、 3市において、補助対象事業費の算定に当たり、対象経費の実

支出額の調査確認が十分でなかったこと、 2県において、事業実績報告書の審査及び確認が十分でな

かったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

神奈川県平塚市は、対象経費の実支出額の算定に当たり、平成 19年 3月分の移動支援事業等に係る費用

について、その支払の請求を受けた同年 4月に、翌年度（19年度）の予算で支払を行っていたことから 19年

度の対象経費に計上していた。その一方で、同市は、誤って、当該費用を同時に 18年度の対象経費にも含

めるなどしていた。

この結果、補助対象事業費が 5,194,894円過大に算定されて、これに係る補助金 2,598,000円が過大に交付

されていた。

以上を部局等別・事業主体別に示すと次のとおりである。

部 局 等 補助事業者
（事業主体）

年 度 補助対象
事業費

左に対す
る国庫補
助金交付
額

不当と認
める補助
対象事業
費

不当と認
める国庫
補助金交
付額

摘 要

千円 千円 千円 千円

（210）神奈川県 平 塚 市 18 96,307 48,150 5,194 2,598 翌年度予算で支払っ
た経費を含めていた
ものなど

（211） 同 茅 ヶ 崎 市 18 57,843 28,919 2,852 1,426 対象経費の集計を
誤っていたものなど

（212）滋 賀 県 草 津 市 18 42,809 21,402 3,231 1,616 対象外経費を計上し
ていたもの

（210）―（212）の計 196,960 98,471 11,279 5,640

（12） 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金が過大に交付されていたもの

3件 不当と認める国庫補助金 16,215,630円

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金（以下「負担金」という。）は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）に基づき、障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、都道府県、政令指定都市等（以下「都

道府県等」という。）が障害児施設に児童を入所させるなどの措置をした場合に要する費用（以下「措置

費」という。）及び児童の保護者の申込みにより都道府県知事等が指定する障害児施設から障害児施設支

援を受けた場合に、都道府県等が当該保護者に支給する障害児施設給付費等（以下「給付費等」という。）

の一部を国が負担するものである。

なお、障害児施設の利用については、平成 18年 10月以降、従来の措置制度から原則として契約制

度に移行し、措置による入所は、保護者が不在であるなどのため利用契約の締結が困難な家庭の児童

に限られることとなった。このため、同年 9月までは措置費のみ支給されていたが、同年 10月以降は

措置費及び給付費等が支給されている。

負担金の交付額は、交付要綱等に基づき算定することとなっており、このうち措置費については、

以下のとおりとなっている。

� 所定の方式によって算定した障害児施設への支弁総額と児童等の措置のために要した費用から寄

附金を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

� �により選定された額から、児童の扶養義務者の前年分の所得税等の税額等による階層区分に
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よって定められた徴収金基準額（以下「徴収金」という。）を控除した額を国庫負担対象事業費とし

て、これに国庫負担率 2分の 1を乗じて得た額を交付額とする。

また、給付費等については、障害児施設支援に要する費用につき、厚生労働大臣が定めた基準によ

り算定した費用の額の 100分の 90に相当する額と給付費等の支給に要した費用の額（以下「対象経費の

実支出額」という。）から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を国庫負担対象

事業費として、これに国庫負担率 2分の 1を乗じて得た額を交付額とすることとなっている。

本院が、16府県 4市において、会計実地検査を行ったところ、 3県において、負担金の算定に当た

り、徴収金の算定を誤ったり、対象経費の実支出額の集計を誤ったりなどしていたため、負担金

16,215,630円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、 3県において、国庫負担対象事業費の算定に当たり、徴収金等

の調査確認が十分でなかったこと、厚生労働省において、事業主体に対する適正な事務処理の執行に

ついての指導が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

＜事例＞

茨城県は、徴収金について、児童の扶養義務者の税額等による階層区分によって定められた金額ではなく、

誤って、実際に収納した金額で算定していた。

この結果、国庫負担対象事業費が 4,415,260円過大に算定されており、これに係る負担金 2,207,630円が過大

に交付されていた。

以上を部局等別・事業主体別に示すと次のとおりである。

部 局 等 補助事業者
（事業主体）

補助事業 年 度 国庫負担
対象事業
費

左に対す
る国庫負
担金交付
額

不当と認
める国庫
負担対象
事業費

不当と認
める国庫
負担金交
付額

摘 要

千円 千円 千円 千円

（213）茨 城 県 茨 城 県 障害児施
設措置費

18 1,458,851 729,425 4,415 2,207 徴収金の算
定を誤って
いたもの

（214）滋 賀 県 滋 賀 県 障害児施
設措置費
（給付費
等）

20 1,455,968 727,984 23,995 11,997 対象経費の
集計を誤っ
ていたもの
など

（215）宮 崎 県 宮 崎 県 障害児施
設措置費

18、20、21 1,683,445 841,722 4,020 2,010 徴収金の算
定を誤って
いたもの

（213）―（215）の計 4,598,265 2,299,132 32,431 16,215

（13） 障害者自立支援給付費負担金が過大に交付されていたもの

12件 不当と認める国庫補助金 268,166,927円

障害者自立支援給付費負担金（以下「負担金」という。）は、障害者自立支援法（平成 17年法律第 123号）

に基づき、障害者及び障害児（以下「障害者等」という。）の福祉の増進を図ることなどを目的として、市

町村（特別区を含む。）が、都道府県知事の指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護、共同生活

介護、共同生活援助等の障害福祉サービス（以下「指定障害福祉サービス」という。）等を受けた障害者等

に対して、介護給付費、訓練等給付費等（以下「自立支援給付費」という。）を支給した場合に、その支給

に要する費用の一部を国が負担するものである。自立支援給付費は、指定障害福祉サービス等に通常

要する費用につき、厚生労働大臣が定めた基準により算定した費用の額の 100分の 90に相当する額と

なっていて、残りの額は原則として障害者等が負担する（以下、この額を「利用者負担額」という。）こと

となっており、利用者負担額は負担金の交付対象とはならない。
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